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１ 申請の手順について 
 

  環境省において行われる建設工事業務の競争に参加するには、環境省が行う一般競争（指名競争）参加資

格についての審査を受けていただく必要がございます。 

  この申請によって登録された場合に参加できる競争契約の範囲は、建設工事に係る契約のうち登録の工事種

類に係るものとなります。 

審査を希望される方は、「令和３・４年度一般競争(指名競争)参加資格審査申請書」(以下「申請書類」とい

う。)に必要事項を記入して頂き、定期の受付期間内に郵送にて提出して下さい。 

  なお、定期の受付期間内を過ぎた場合においても随時受付を行いますが、事務処理の都合により、通常より

も審査に時間がかかりますので、予めご了承下さい。 

 

 

１－１ 申請書類の受付期間等 

 

【定期受付期間】 

令和３年３月３１日までに業者登録を希望される申請書類の受付期間は、令和２年１２月１日(火)から令

和３年１月１５日(金)までとなります。 

   ※令和３年１月１５日(金)の消印有効です。 

 

【随時受付期間】 

定期の受付期間を過ぎた後に提出される申請書類の受付期間は令和３年１月１８日(月)以降となります。 

 

【共通事項】 

※ 土・日・祝日は除きます。 

 

 

１－２ 申請書類の受付部局 

 

資格審査の事務については、環境省本省で一元的に行うことから、環境省の所管である各地方環境事務所

及び、皇居外苑管理事務所、新宿御苑管理事務所、京都御苑管理事務所には提出せず、下記に郵送にて提出

して下さい 

「〒100－8975 東京都千代田区霞が関１-２-２（中央合同庁舎第５号館２４階） 

 環境省大臣官房会計課契約係（資格審査担当）」 

    

 

１－３ 資格審査及び資格審査結果通知について 

 

環境省大臣官房会計課長は、提出された申請書類に基づき審査・資格を決定し、一般競争参加資格(指名

競争)審査決定通知書(以下「結果通知書」という。)を、申請書類に記載された住所へ通知致します。 

 

 

１－４ 競争参加資格の有効期間 

 

【定期受付期間中に申請される事業者】 

令和３年４月１日から令和５年３月３１日までの２年間。 

 

【定期受付期間以降に申請される事業者】 

環境省大臣官房会計課長より資格を付与された日から令和５年３月３１日までとする。 

※ 審査には一定の時間を要することから、希望する調達案件の入札に間に合うよう、余裕を持って申請書

類を提出して下さい。 
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２ 提出書類について 
  

以下に挙げる提出書類を、①から⑦の順番にそろえ、ダブルクリップで留めたものを１部提出して下さい。 

  ただし、受領印が必要な場合においては、下記⑧を併せて同封して下さい。 

  また、令和３年１月１８日(月)以降に申請する場合は、これらの提出書類に加え、８４円切手を貼付した長

３の封筒（結果通知書返信用のため、宛先を記入して下さい。）を併せて同封して下さい。 

中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合(「５ 事業協同組合で官公需適格組合証明を受けている組合

について」に該当する事業者を除く)、協業組合の場合も提出書類は同様になります。 

 

 

２－１ 提出書類内容について（編綴順序） 

 

下記、⑥については、申請日において発行日から３か月以内のものに限ります。 

また、添付書類のうち官公署が行った証明書類については、写真機、複写機等を使用して機械的な方法に

より複写したもので、ほぼ原寸大であり、かつ、鮮明であれば写しでも構いません。 

 

① 令和３・４年度一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（様式１） 

 

② 工事分割内訳表（様式２） 

 

③ 本社及び営業所一覧表（様式３） 

 

④ 業態調書（様式４） 

 

⑤ 総合評定値通知書の写し(Ａ４版) 

※ 定期受付の場合には、経営事項審査は、定期受付の申請書類の提出期間の終了日の１年７月前まで

の間の決算日を審査基準日とするものであって、かつ、申請をする日の直前に受けたものでなければ

ならないこととしています。具体的には、令和３・４年度定期受付の場合には平成３０年１０月３０

日以降を審査基準日とするもの（平成３０年１０月３０日以降を審査基準日とする経営事項審査の結

果通知書（総合評定値通知書）が複数ある場合は、そのうち最新のもの）でなければなりません。 

 さらに令和３・４年度資格審査の申請に当たっては、総合評定値通知書において雇用保険、健康

保険及び厚生年金保険の加入状況がいずれも「加入」又は「適用除外」となっていることが条件と

なります。ただし、当該通知書において雇用保険、健康保険又は厚生年金保険の加入状況が「未加

入」であった後に当該保険の加入状況が「加入」又は「適用除外」となったものは、それぞれ当該

事実を証明する書類（保険料の領収証書等）の提出が必要となります。当該事実を証明する書類の

提出がない場合には、申請書は受理できません。 

 

⑥ 納税証明書 

  ※ 法人税又は所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税の納入状況についての税務官署が発

行する証明書をいいます。（所管の税務署にて取得して下さい。） 

・ 個人の場合、国税通則法施行規則別紙第９号書式その３の２(「申告所得税及復興特別所得税」及

び「消費税及地方消費税」について未納税額のない証明用) 

・ 法人の場合、国税通則法施行規則別紙第９号書式その３の３(「法人税」及び「消費税及地方消費

税」について未納税額のない証明用) 

納税証明書の証明内容は、必ず、「・・・未納の税額はありません。」という内容が記載されていること。

（領収証書では受け付けられません。また、「納税証明書その１」や、県民税又は法人事業税に係る証

明とは異なりますのでご注意下さい）                                          

※ ただし、納付すべき租税が更生債権又は再生債権となり、更生計画又は再生計画が認可され

ていないため納付ができず、納税証明書の写しを提出できない場合又は納税額について係争中

のため、当該係争部分に係る納税証明書の写しを提出できない場合（係争部分以外の租税につ

いては納税証明書の写しを提出していることが必要）は、それぞれ租税の納付ができないこと

を示す書類又は納税額について係争中であることを示す書類を提出して下さい。 

※ 新型コロナウイルス感染症の影響等により国税の猶予制度（国税通則法（昭和 37年法律第 66

号）に基づく納税の猶予、国税徴収法（昭和 34年法律第 147号）に基づく換価の猶予又は新型

コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和

２年法律第 25号）に基づく特例猶予をいう。以下同じ。）の適用を受けたため、納税証明書を
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提出できない場合は、当該書類に代えて、猶予制度の適用を受けていることを示す書類の写し

を提出して下さい。 

 

⑦ 委任状（代理人が代理申請する場合） 

  ※ 代理人が代理申請をする場合には、申請者から競争参加資格審査の代理申請をする権限について委

任する旨を明記した委任状を作成して提出して下さい。(正本を提出して下さい。) 

 

⑧ ８４円切手を貼付した長３の返信用封筒と上記①(１ページ目のみ)の写し、若しくは、６３円切手を

貼付したはがき(はがき又は、封筒に宛先を記入して下さい。)  

※ 受付受領印が必要な方 

 

他省庁の申請書では受け付けられませんのでご注意下さい。 
 

 

２－２ 資格審査の申請後に申請内容の一部に変更が生じた場合 

 

以下の事項について変更が生じた場合は、一般競争（指名競争）参加資格申請書変更届(様式６)に必要な

書類を添えてすみやかに変更届を提出して下さい。 

以下に挙げる事項以外の変更については、申請は不要となります。 

 

［提出書類］ 

① 商号又は名称、代表者名、本社の住所を変更した場合(フリガナを必ず記載して下さい。) 

・ 登記事項証明書又はその写し 

    ※ 商号、名称、本社の住所を変更した場合のみ、８４円切手を貼付した長３の返信用封筒を同封して

下さい。（宛先を記入のこと） 

 

② 個人の代表者、住所を変更した場合(フリガナを必ず記載して下さい。) 

・ 代表者の変更については、住民票を、住所の変更については戸籍謄本、抄本またはその写し 

※ 住所を変更した場合のみ、８４円切手を貼付した長３の返信用封筒を同封して下さい。 

（宛先を記入のこと） 

 

③ 競争参加希望地域の追加・変更の場合 

・ 変更事項欄に「競争参加希望地域の追加（変更）」と記載し、変更後欄に追加（変更）したい地域

を記載して下さい。 

※ ８４円切手を貼付した長３の返信用封筒（宛先を記入）を同封して下さい。 

 

④ 希望工種の追加の場合 

・ 変更届けを頭紙とし、申請書の様式１の２枚目の〈１２ 希望及び完成工事高〉に追加工種分の「年

間平均完成工事高」「競争参加を希望する地域」「希望順位」を記載して提出して下さい。 

※ 総合評定値通知書の写しを添付すること 

※ ８４円切手を貼付した長３の返信用封筒（宛先を記入）を同封して下さい。 

 

⑤ 建設業許可番号の変更 

    ・建設業許可番号の変更を証明するもの 

※ ８４円切手を貼付した長３の返信用封筒（宛先を記入）を同封して下さい。 

 

⑥  本社の電話番号、ＦＡＸ番号を変更した場合 

・ 添付資料なし 

 

⑦ 本社の建設業許可工事種別の追加・削除・変更 

・ 本社の建設業許可工事種別を証明するもの 

    

⑧  営業所の新設・廃止・住所変更（電話番号・ＦＡＸ番号） 

・ 添付資料なし 

※ 新設の場合、住所・電話番号・ＦＡＸ番号を記載して下さい。 
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⑨ 法人が合併により消滅したとき、法人が破産により解散したとき、法人が合併又は破産以外の事由によ

り解散したとき、廃業したとき（一部廃業も含む。） 

・ 添付資料なし 

 

 

２－３  再発行届について 

 

資格審査結果通知書の亡失又は不着により、再発行を希望する場合は、様式６ 変更届（建設工事）／審

査結果通知書再発行届に記載し、８４円切手を貼付した返信用封筒（宛先を記入）を同封の上提出下さい。 

 

注意事項 

① 提出書類の記載に当たっては、各様式の記載要領を熟読の上記入して下さい。 

② 他省庁の申請様式は使用せず、環境省が指定する様式で申請して下さい。 

③ 郵送で提出される場合は書留等の記録が残る方法に限ります。 

 

 

３ 申請書類の記入について 
 

 

３－１ 令和３・４年度一般競争（指名競争）参加資格審査申請書(様式１)の記入について 

 

① 様式上、「※」に該当する項目については、記載しないで下さい。 

 

② 「１ 建設業許可番号」欄には、総合評定値通知書等（建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２

７条の３１第１項の請求により国土交通大臣又は都道府県知事から通知されたもので、申請日の直近の

ものをいう。）の許可を受けている建設業の番号（８桁）を記載して下さい。 

 

③ 「３ 本社」から「６ 申請代理人」の各欄は、下記により左詰めで記載して下さい。 

 

  Ⅰ 「法人番号」欄には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

（平成２５年法律第２７号）第５８条第１項又は第２項の規定により法人番号の指定を受けた者につ

いては、国税庁長官から通知された法人番号（１３桁）を入力して下さい。 

 

Ⅱ 「フリガナ」欄は、カタカナで記載し、「住所」欄の都道府県及び「商号又は名称」欄の株式会社

等法人の種類を表す文字については、フリガナは記載しないで下さい。 

また、「商号」欄での株式会社等法人を表す文字及び、「住所」欄での丁目、番地については、下記

に挙げる（例１）から(例３)のとおり省略して記載して下さい。 

（例１） 

チヨダクカスミガセキ   

 

東京都千代田区霞が関１－２－２   

 

(例２)  

種

類 

株 式 

会 社 

有 限 

会 社 

合 資 

会 社 

合 名 

会 社 

協 同 

組 合 

協 業 

組 合 

企 業 

組 合 

合 同 

会 社 

略

号 
（ 株 ） （ 有 ） （ 資 ） （ 名 ） （ 同 ） （ 業 ） （ 企 ） （ 合 ） 

種

類 

有 限 

責 任 

事業組合 

一 般 

財団法人 

一 般 

社団法人 

公 益 

財団法人 

公 益 

社 団 法 人 

特 例 

財団法人 

特 例 

社団法人 

経 常 建

設 共 同

企 業 体 

略

号 
（ 責 ） （一財） （一社） （公財） （ 公 社 ） （特財） （特社） （ 共 ） 

 

（例３） 

 チヨダケンセツ   
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   （株）千代田建設   

 

 

Ⅲ  「氏名」欄での氏名（フリガナを含む）については、下記に挙げる(例４)のとおり姓と名前との間

は１文字分あけて下さい。 

（例４） 

チヨダ タロウ   

 

千代田 太郎   

 

Ⅳ 「電話番号」欄及び「ＦＡＸ番号」欄での市外局番、市内局番及び番号については、下記に挙げる

(例５)のとおりそれぞれ「－（ハイフン）」で区切り、（ ）は用いないで下さい。 

（例５） 

０３－３５８１－３３５１   

 

Ⅴ 「メールアドレス」欄については、当省からの種々の連絡に対応でき得るアドレスを記載し、メー

ルアドレスを持っていない場合は、「なし」と記載して下さい。 

 

Ⅵ 「６ 申請代理人」欄は、行政書士等が代理申請する場合に記入して下さい。 

なお、申請者の従業員が代表者に代わって申請書を作成し提出する場合は、本欄への記載は不要で

す。 

 

④ 「７ 外資状況」から「１２ 希望及び完成工事高」の各欄については、下記に沿って記載して下さ

い。 

 

Ⅰ 「７ 外資状況」欄は、外資系企業（日本国籍会社を含む。）の場合に、該当する会社の区分の空

欄に○印を付するとともに、外国名、当該国の資本の比率をそれぞれ記載して下さい。 

なお、「日本国籍会社（比率１００％）」とは１００パーセント外国資本の会社を、「日本国籍会社」

とは一部外国資本の会社をそれぞれいいます。 

 

Ⅱ 「８ 営業年数」欄は、総合評定値通知書等に記載されている年数に、経営事項審査の審査基準日

を基準として、当省に申請する日までの年数を加えた数値(１年未満切捨て)を記載して下さい。 

 

Ⅲ 「９ 総職員数」欄には、申請日における雇用期間を特に限定することなく雇用された者(建設業

以外の事業に従事する者を含む。)の数に、法人にあっては取締役又はこれらに準ずる者で常勤のも

のの数を、個人にあってはその者又は支配人で常勤のものの数を加えた数を記載して下さい。 

 

Ⅳ 「１０ 設立年月日」欄には、登記事項証明書記載の設立年月日（和暦）を記載して下さい。 

 

Ⅴ 「１１ みなし大企業」欄には、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項第１

号に規定する中小企業のうち、発行済株式の総数又は出資金額の総額の２分の１以上を同一の大企業

が所有している中小企業、発行済株式の総数又は出資金額の総額の３分の２以上を大企業が所有して

いる中小企業、大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の２分の１以上を占めている中小

企業のいずれかに該当する中小企業（みなし大企業）は、「□下記のいずれかに該当する」にチェッ

クを入れ、上記に該当しない場合は、「□該当しない」にチェックを入れて下さい。 

 

Ⅵ 「１２ 希望及び完成工事高」の各欄については、下記により記載して下さい。 

ａ 「競争参加資格希望工種区分」欄には、当省が設定した工事種別のうち競争への参加を希望す

る業種(以下「競争参加資格希望工種」という。)のみ、空欄に○印を付けて下さい。 

 

ｂ 「年間平均完成工事高」欄には、○印を付した競争参加資格希望工種ごとに完成工事高（消費

税を含まない金額。以下本項目において同じ。）を記載するほか、これら以外の完成工事高を「競

争参加資格希望工種区分」欄の「その他」欄に一括して計上して下さい。 

なお、個人企業から会社組織に移行した場合、他の企業を吸収した場合等にあっては、移行前

の企業体、吸収前の企業体等の実績（ただし、申請者が行っている工事業に係るものに限る。）
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を含めた完成工事高を記載して下さい。 

 

※ 「年間平均完成工事高」とは、総合評定値通知書等における「３年(２年)平均完成工事高」を

いい、総合評定数値(Ｐ)を申請していない工事の種類については、資格の認定をすることができ

ません。 

 

ｃ 「競争参加を希望する地域」欄については、同欄の枠内に記載してある地域名（別紙１を参照）

の下欄の希望する地域に○印を付けて下さい。 

 

ｄ 「希望順位」欄には、希望する工事の内容（別紙４を参照）に対応するコードを希望順位の順

番に記載して下さい。 

  なお、各コードについては、総合評定値通知書等に記載されている工事種別に対応するコー

ドではなく、当省が定める競争参加希望工事種別に対応するコードです。 

 

 

３－２ 工事分割内訳表（様式２）の記入について 

 

環境省の設定した工事種別は、完成工事高をいくつかの競争参加資格希望工種区分別に分割し、足し上げ

ることが可能です。その場合は別紙２及び別紙３を参照の上、実績に基づき記載して下さい。 

（※分割を行わない場合でも経営規模等評価結果通知書総合評定値通知書に基づいて作成して下さい。） 

   

(例) 土木一式の完成工事高が１００万円の時、３０万を土木工事、７０万を自然環境共生工事に分割し計

上することができます。(工事実績に基づき分割の上、記載して下さい。) 

 

 

３－３ 本社及び営業所一覧表（様式３）の記入について 

 

この様式については申請日現在で作成し、様式の末尾にある記載要領に従って記載して下さい。 

 

 

３－４ 業態調書（様式４）の記入について 

 

① 様式に記載されている資格に該当する者について、それぞれ資格別に人数を記載して下さい。 

なお、１人で２以上の資格を有している場合は、それぞれに重複して計上できますが、技術士以外の資

格で、１級及び２級の同資格を有している者等は１級（上位の級）の欄のみ計上して下さい。 

 

② 「合計」の欄には、検定種目等の区分ごとに記載した人数の合計（単純に合計したもの）を記載して下

さい。 

 

③ 「実人数」の欄には、検定種目等の区分ごとに記載した人数の実人数を記載して下さい。 

 

④ 「監理技術者資格者証所持者数」の欄には監理技術者資格者証を所持している人数を記載して下さい。 

 

⑤ 「電気設備工事における屋内の工事の比率」の欄には、電気設備工事を希望する場合に、屋内の工事(構

内の外線路工事を含む。)の年間平均完成工事高が電気設備工事の年間平均完成工事高に占める割合を記

載して下さい。(％で記入し小数点以下第１位を四捨五入) 

 

⑥ 「機械設備工事における暖冷房設備工事の比率」の欄には、機械設備工事を希望する場合に、暖冷房設

備工事の年間平均完成工事高が機械設備工事の年間平均完成工事高に占める割合を記載して下さい｡（％

で記入し小数点以下第１位を四捨五入） 

 

 

４ 外国事業者が申請する場合の提出書類等について 
 

① 申請書の「３ 本社」の「住所」欄については、本社（店）の所在する国名及び所在地名を記載して下さ

い。 
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なお、日本国内に連絡場所がある場合には、その所在地を欄外に記載して下さい。 

 

② 申請書の「３ 本社」の「商号又は名称」欄については、株式会社等の法人の種類を表わす漢字が商号に

ない場合には、略号の記載は不要です。 

 

③ 提出する書類等について、外国語で記載された事項については、日本語の訳文を添付して下さい。 

 

④ 申請書類の金額表示は、邦貨に換算する必要がある場合には、基準日における出納官吏事務規程（昭和２

２年大蔵省令第９５号）第１６条に規定する外国貨幣換算率により換算して得た額を記載して下さい。 

 

 

５ 事業協同組合で官公需適格組合証明を受けている組合について 
 

中小企業等共同組合法に基づく事業協同組合で、経済産業局長又は沖縄総合事務局長が発行する官公需適格

組合の証明を受けている組合の審査方法については、事業協同組合及び、審査対象者の経営内容を考慮した特

例計算を行うことから、特例計算を希望する場合は、事業協同組合及び審査対象者それぞれの総合評定値通知

書の写しが必要となります。 

  なお、審査対象者は当該組合の理事又は当該組合の理事が役員となっている法人であることとし、工事種別

毎に１０事業者まで申請することが可能です。 

 

 

５－１ 事業協同組合で官公需適格組合証明を受けている組合の提出書類について 

 

以下に挙げる提出書類を、①から⑪(⑦～⑨は任意様式(Ａ４版)です。)の順番にそろえ、ダブルクリップ

で留めたものを１部提出して下さい。 

   ただし、郵送で提出される事業者で受領印が必要な場合においては、下記⑫を併せて同封して下さい。 

また、令和３年１月１８日(月)以降に申請する場合は、これらの提出書類に加え、８４円切手を貼付した

長３の封筒（結果通知書返信用のため、宛先を記入して下さい。）を併せて同封して下さい。 

 

下記、⑥については、申請日において発行日から３か月以内のものに限ります。 

また、添付書類のうち官公署が行った証明書類については、写真機、複写機等を使用して機械的な方法に

より複写したもので、ほぼ原寸大であり、かつ、鮮明であれば写しでも構いません。 

 

① 令和３・４年度一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（様式１） 

   ※ 「２ 適格組合証明」欄は、官公需適格組合証明書の取得年月日及び番号を記載して下さい。 

   ※ 「８ 営業年数」の欄は、事業協同組合及び審査対象者の平均年数を記載して下さい。 

 

② 工事分割内訳表（様式２） 

③ 営業所一覧表（様式３） 

④ 業態調書（様式４） 

⑤ 総合評定値通知書の写し(Ａ４版) 

※ 詳細は２－１の⑤を参照し、事業協同組合自体及び、審査対象者それぞれのものを提出して下さ

い。 

⑥ 納税証明書 

※ 詳細は２－１の⑥を参照し、事業協同組合自体及び、審査対象者それぞれのものを提出して下さ

い。 

⑦ 審査対象者の住所、電話番号、商号又は名称並びに代表者及び役員の氏名を記載したもの 

⑧ 役員名簿 

⑨ 組合員名簿 

⑩ 官公需適格証明書の写し 

⑪ 委任状（代理人が代理申請する場合） 

※ 代理人が代理申請をする場合には、申請者から競争参加資格審査の代理申請をする権限について委

任する旨を明記した委任状を作成して提出して下さい。(正本を提出して下さい。) 

⑫ ８４円切手を貼付した長３の返信用封筒と、上記①(１ページ目のみ)の写し若しくは、６３円切手を

貼付したはがき(はがき又は、封筒に宛先を記入して下さい。) 
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６ 経常建設共同企業体の申請について 
 

 

６－１ 経常建設共同企業体の申請を行う際の注意事項 

 

   同一工種別内での単体企業と当該企業を構成員とする経常建設共同企業体との同時登録をすることは

できません。 

   また、加点調整については、合併計画を明らかにした書面(次期の定期の競争参加資格の認定日までに合

併契約を締結する旨が記載されたもの)を提出した場合に限り、有資格業者として認定を受けた日から令和

３・４年度の競争参加資格の有効期限までの間、１０％の加算を行います。 

 

※ 令和３・４年度年度の資格審査において加算調整の適用を受けた経常建設共同企業体で合併締結を

していない場合においては、令和３・４年度以降の加算措置は認められません。 

   ※ 次期の定期の競争参加資格の認定日までに合併契約を締結していない場合には、次期以降の競争参

加資格の認定において、加算調整は行わないものとします。 

※ 加算調整の適用を受けた経常建設共同企業体の構成員が、次期の定期の競争参加資格の認定の時よ

り前に解散した場合等により、組合せを変更し新たな経常建設共同企業体を申請した場合には、 当

該経常建設共同企業体に対しては、競争参加資格の認定において加算調整は行わないものとします。 

   ただし、２社により構成される経常建設共同企業体のうち、１社が倒産した場合等やむを得ないと

認められる場合により解散した場合は除きます。 

 

 

６－２ 経常建設共同企業体の提出書類について 

 

以下に挙げる提出書類を、①から⑨の順番にそろえ、ダブルクリップで留めたものを、１部提出して下さ

い。 

   ただし、郵送で提出される事業者で受領印が必要な場合においては、下記⑩を併せて同封して下さい。 

また、令和３年１月１８日(月)以降に申請する場合は、これらの提出書類に加え、８４円切手を貼付した

長３の封筒（結果通知書返信用のため、宛先を記入して下さい。）を併せて同封して下さい。 

 

下記、⑦については、申請日において発行日から３か月以内のものに限ります。 

また、添付書類のうち官公署が行った証明書類については、写真機、複写機等を使用して機械的な方法に

より複写したもので、ほぼ原寸大であり、かつ、鮮明であれば写しでも構いません。 

 

① 令和３・４年度一般競争（指名競争）参加資格審査申請書（様式１） 

※ 「８ 営業年数」の欄は、各構成員の平均年数を記載して下さい。 

② 工事分割内訳表（様式２） 

③ 営業所一覧表（様式３） 

④ 業態調書（様式４） 

⑤ 共同企業体等調書(様式５) 

⑥ 総合評定値通知書の写し(Ａ４版) 

※ 詳細は２－１の⑤を参照し、各構成員それぞれのものを提出して下さい。 

⑦ 納税証明書 

※ 詳細は２－１の⑥を参照し、各構成員それぞれのものを提出して下さい。 

⑧ 経常建設共同企業体協定書の写し 

⑨ 委任状（代理人が代理申請する場合） 

※ 代理人が代理申請をする場合には、申請者から競争参加資格審査の代理申請をする権限について委

任する旨を明記した委任状を作成して提出して下さい。(正本を提出して下さい。) 

⑩ ８４円切手を貼付した長３の返信用封筒と、上記①(１ページ目のみ)の写し若しくは、６３円切手を

貼付したはがき (はがき又は、封筒に宛先を記入すること。) 

 

 

６－３ 共同企業体等調書（様式５）の記入について 

 

① 「事業者名」欄には、構成員となる事業者ごとに商号又は名称を記載して下さい。 



- 9 - 

 

 

②  「自己資本額」欄には、構成員となる事業者ごとに総合評定値通知書等の「自己資本」欄に記載され

ている金額を記載し、「合計」の欄に合計金額を記載して下さい。 

 

③  「経営状況」欄には、構成員となる事業者ごとに総合評定値通知書等の「経営状況」欄の「評点（Ｙ）」

欄に記載されている点数を記載し、「合計」の欄に合計点数を記載して下さい。 

 

④  「その他の評価項目」欄には、構成員となる事業者ごとに総合評定値通知書等の「その他の評価項目

（社会性等）」欄の「評点（Ｗ）」欄に記載されている点数を記載し、「合計」の欄に合計点数を記載し

て下さい。 

 

⑤  「技術職員数」欄には、構成員となる事業者ごとに総合評定値通知書等の「技術職員数」欄に記載さ

れている建設工事の種類別の技術職員数を、各欄に記載して下さい。 
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別紙１ 

 

工事希望地域内訳 

No. 地 域 都 道 府 県 名 地域内国立公園等名（参考） 

01 北海道 北海道全域 

知床、阿寒摩周、釧路湿原、 

利尻礼文サロベツ、大雪山、 

支笏洞爺 

02 東 北 
青森県、岩手県、宮城県、 

秋田県、山形県、福島県 

十和田八幡平、三陸復興、 

磐梯朝日 

03 関 東 

茨城県、栃木県、群馬県、 

埼玉県、千葉県、東京都 

神奈川県 

日光、尾瀬、小笠原、 

秩父多摩甲斐、 

富士箱根伊豆、上信越高原、 

皇居外苑、新宿御苑 

04 中 部 

新潟県、富山県、石川県、 

福井県、山梨県、長野県、 

岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県 

尾瀬、秩父多摩甲斐、 

富士箱根伊豆、上信越高原、 

妙高戸隠連山、中部山岳、白

山、伊勢志摩、南アルプス 

05 近 畿 

滋賀県、京都府、 

大阪府、兵庫県、奈良県、 

和歌山県 

吉野熊野、 

山陰海岸、瀬戸内海、 

京都御苑 

06 中 国 
鳥取県、島根県、岡山県、 

広島県、山口県 

山陰海岸、大山隠岐、 

瀬戸内海 

07 四 国 
徳島県、香川県、愛媛県、 

高知県 
瀬戸内海、足摺宇和海 

08 九 州 

福岡県、佐賀県、長崎県、 

熊本県、大分県、宮崎県、 

鹿児島県 

瀬戸内海、西海、雲仙天草、 

阿蘇くじゅう、霧島錦江湾、

屋久島、奄美群島 

09 沖 縄 沖縄県 
西表石垣、慶良間諸島、やん

ばる 

注） 地域内国立公園等名（参考）欄は、皇居外苑、新宿御苑、京都御苑の 

国民公園とそれ以外の国立公園名を参考までに記載したもの。 
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別紙２ 
 

工事種別と建設業法の工事の種類との対応関係 

希 望 工 事 種 別  建 設 工 事 の 種 類 

土木工事 

土木一式工事（土） 
とび、土工、コンクリート工事（と） 
石工事（石） 
タイル、れんが、ブロック工事（タ） 
鋼構造物工事（鋼） 
鉄筋工事（鉄） 
塗装工事（塗） 
解体工事（解） 

建築工事 

建築一式工事（建） 
大工工事（大） 
左官工事（左） 
とび、土工、コンクリート工事（と） 
石工事（石） 
屋根工事（屋） 
タイル、れんが、ブロック工事（タ） 
鋼構造物工事（鋼） 
鉄筋工事（鉄） 
板金工事（板） 
ガラス工事（ガ） 
塗装工事（塗） 
防水工事（防） 
内装仕上工事（内） 
建具工事（建） 
清掃施設工事（清） 
解体工事（解） 

自然環境共生工事 
土木一式工事（土） 
造園工事（造） 

電気設備工事 
電気工事（電） 
電気通信工事（通） 

機械設備工事 

管工事（管） 
機械器具設置工事（機） 
熱絶縁工事（熱） 
消防施設工事（消） 

舗装工事 舗装工事（舗） 

水環境処理工事 

管工事（管） 
しゅんせつ工事（しゅ） 
機械器具設置工事（機） 
さく井工事（さ） 
水道施設工事（水） 
清掃施設工事（清） 

展示・内装仕上工事 
塗装工事（塗） 
内装仕上工事（内） 
建具工事（建） 

その他 該当無し 
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別紙３ 

工事内容例 

No. 
希 望 工 事 種 別 工 事 内 容 の 例 

１ 土木工事 
自然公園等における、車道、橋梁、護岸等の土
木一式工事及び土木に関する工事で他の工事種
別に属する工事以外のもの 

２ 建築工事 
自然公園等における博物展示施設等の建築一式
工事及び建築に関する工事で他の工事種別に属
する工事以外のもの 

３ 自然環境共生工事 

自然公園等における自然とのふれあい及び自然
学習等のため歩道、木道、園地、野営場、小規
模付帯施設（休憩舎、展望台等）の整備工事、
植生復元施設、動物繁殖施設、動植物空間の育
成工事、景観維持工事、庭園の維持管理・樹木
植栽（地被植物の管理を含む）工事等の自然環
境共生に関する工事で他の工事種別に属する工
事以外のもの 

４ 電気設備工事 

照明設備、配電設備、共同溝付帯設備及び電気
応用施設等の工事及び建築物の電灯・コンセン
ト、動力、受変電、自家発電、電気時計、拡声
表示、火災報知、電話、情報、避雷、テレビ共
同受信等の電気設備工事（外灯等の構内設備を
含む）、監視制御・情報通信設備、防災・情報表
示設備、有線通信線（情報管路等を含む）通信
用鉄塔・反射板等の通信設備工事及び電気設備
に関する工事で他の工事種別に属する工事以外
のもの 

５ 機械設備工事 
消防設備工事、空気調和工事、衛生設備工事、
換気設備工事、昇降機設備及び機械設備に関す
る工事で他の工事種別に属する工事以外のもの 

６ 舗装工事 

瀝青アスファルト材及びセメント・コンクリー
トを用いて行う駐車場等の舗装工事（上下層路
盤工事を含む）等の舗装工事に関する工事で他
の工事種別に属する工事以外のもの 

７ 水環境処理工事 
水道設備、汚水処理設備、堀等の水底の浚渫・
掘削等の水環境処理に関する工事で他の工事種
別に属する工事以外のもの 

８ 展示・内装仕上工事 

自然公園等における博物展示施設内の自然との
ふれあい及び自然学習のための展示物等（映像
ソフト製作を含む）の製作・設置及び展示に関
する内装仕上工事 

９ その他工事 上記１～８のいずれの工事にも含まれない工事 
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別紙４  
希望工事内容 

 

希望工事種別 建設業法上の建設工事名 
コ
ー
ド 

希望する工事の内容 工事の具体例 

土木工事 

土木一式工事 
とび・土工・コンクリート工
事 
石工事 
タイル・れんが・ブロック工
事 
鋼構造物工事、鉄筋工事 
塗装工事、解体工事 

Ａ 河川・海岸 護岸・築堤・海岸構造物等の工事等 

Ｂ 道路 擁壁・カルバート等のコンクリート構造物、
道路土工等の工事等 

Ｃ 構造物 橋梁上部及び下部工、遮音壁、水路、土留
め、構造物撤去工事等 

Ｄ 法面処理 落石防止、地すべり防止、なだれ防止等工
事 

Ｅ 造成 敷地造成等 

建築工事 

建築一式工事、大工工事 
左官工事 
とび・土工・コンクリート工
事 
石工事 
タイル・れんが・ブロック工
事 
屋根工事、鋼構造物工事 
鉄筋工事、板金工事 
ガラス工事、塗装工事 
防水工事、内装仕上工事 
建具工事、清掃施設工事 
解体工事 

Ａ 自然環境教育関連
施設 

ビジターセンター、エコミュウジアムセン
ター等 
 

Ｂ 木造建築 休憩所、展望施設、便所などで主たる構造
を木造としたもの 

Ｃ その他構造建築物 上記Ａ以外の施設で主たる構造を木造以外
としたもの 

自然環境 
共生工事 

土木一式工事 
造園工事 

Ａ 自然環境共生施設 野営場並びに同付帯施設等 

Ｂ 自然環境共生緑地 広場及び園地並びに同付帯施設等 
Ｃ 自然環境修復育成 植生復元等 
Ｄ 庭園の維持管理 庭園管理（地被植物の管理を含む）、樹木植

栽等 

電気設備 
工  事 

電気工事 
電気通信工事 

Ａ 建設電気設備 公園・駐車場・道路・河川等の照明設備、
配電設備等 

Ｂ 建築電気設備 建築物の電灯、コンセント、動力、受変電、
電話等 

Ｃ 通信設備 監視制御・情報通信、防災・情報表示設備
等 

機械設備 
工  事 

 
管工事 
機械器具設置工事 
熱絶縁工事 
消防施設工事 

Ａ 衛生設備 給排水衛生設備工事、給湯設備工事、厨房
設備工事、ガス設備工事、 
さく井工事、消火栓設備工事等 

Ｂ 暖冷房設備 冷暖房空調設備工事、換気設備工事等 
Ｃ 昇降機設備 昇降機設備、搬送設備工事等 

舗装工事 舗装工事 

Ａ アスファルト舗装
工事 

駐車場及び道路等のアスファルト舗装工事
（上下層路盤工事を含む。） 

Ｂ コンクリート舗装
工事 

道路等のコンクリート舗装工事（上下層路
盤工事を含む。） 

Ｃ その他舗装工事 上記ＡＢいずれにも該当しない工事 

水環境処理 
工  事 

管工事、さく井工事 
しゅんせつ工事 
機械器具設置工事 
水道施設工事 
清掃施設工事 

Ａ 水道設備 水道施設等 

Ｂ 汚水処理設備 浄化槽施設、水処理施設等 

Ｃ しゅんせつ工事 しゅんせつ工事等 

展示・内装 
仕 上 工 事 

塗装工事 
内装仕上工事 
建具工事 

Ａ ジオラマ、パネル展
示 

ジオラマ、パネル等 

Ｂ 視聴覚設備 ハイビジョン映像、コンピューター検索等 
Ｃ 屋外展示 解説板、標識等   
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（参考）確認シート 
 

 ＊提出書類の確認のためのシートです。提出される前に申請書、添付書類が揃っているかご確認下さい。 

 

 

□ 様式１～様式４ 

 

□ 様式５－１、５－２（該当する場合のみ） 

 

□ 総合評定値通知書の写し 

 

□ 納税証明書（法人の場合：国税通則法施行規則別紙第９号書式その３の３／個人の場合：国税通則法施行規

則別紙第９号書式その３の２） 

 

□ 委任状（代理人が代理申請する場合のみ） 

 

□ 返信用封筒もしくははがき（受領印送付用、必要者のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


